
 

 

 学生自治会は、学生団体間での情報交換を行うとともに、各団体の活動が円

滑に進められるように、月に一度学生団体連絡会議(以下、学団連)を開き、学

生団体間での調整を行っていきます。 

① 学団連を開き、情報交換・調整を行います。 
学生自治会は、月に一度学団連を開き、学生団体間での情報交換を行うととも

に、各団体の活動が円滑に進められるように、学生団体間での調整を行います。

また、単独の学生団体だけでは解決が困難な問題が発生した場合、各団体で協力

し問題の解決に努めます。 

 

② 学生センターとの話し合いを行います。 

学団連の構成団体として、大学の情報や実状を把握し、大学に学生の実情を把

握してもらえるように月に一度学生センターとの話し合いを行います。また、学

生センターとの話し合いで学生にとって有益な情報が得られた場合、『NASCA』や

学生自治会のウェブサイトなどの情報宣伝手段を活用して学生に発信します。 

学生自治会は、以上の活動方針をもとにこれから半年間の活動を行

っていきます。これからも学生自治会をよろしくおねがいします。 


